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(57)【要約】
【課題】タッチパネルユニットの表示領域において画像
処理に関する標準のメニュー画面の領域を最大限に確保
しつつ、ショートカット機能の登録および利用を可能に
すること。
【解決手段】主制御部１は、ショートカット呼出操作が
行われた場合に、ショートカットメニュー画面を標準メ
ニュー画面に重ねてタッチパネルユニットに表示させる
。主制御部１は、ショートカットアイコンを前記ショー
トカットメニュー画面に追加し、さらに、追加アイコン
と目的の標準メニュー画面との対応情報を記憶部に記憶
させる。主制御部１は、ショートカットアイコンが操作
された場合に、対応する標準メニュー画面をタッチパネ
ルユニットに表示させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作部および画面の表示部を兼ねるパネルを有するタッチパネルユニットと、
　前記パネルに対する選択操作に応じて、画像処理に関する複数の標準メニュー画面のう
ちの１つを前記パネルに表示させる標準メニュー画面制御部と、
　前記標準メニュー画面を表示中の前記パネルに対してショートカット呼出操作が行われ
た場合に、ショートカットメニュー画面を前記標準メニュー画面に重ねて表示させるショ
ートカットメニュー画面出力部と、
　前記ショートカットメニュー画面に対する操作が行われた場合に、操作に応じた処理を
実行するショートカット処理部と、を備え、
　前記ショートカット呼出操作が、前記標準メニュー画面を表示中の前記パネルに対する
予め定められたジェスチャー操作であり、
　前記ショートカット処理部が、
　前記ショートカットメニュー画面において予め定められたアイコン追加操作が行われた
場合に、ショートカットアイコンを前記ショートカットメニュー画面に追加し、さらに、
追加した前記ショートカットアイコンと前記パネルに表示中の前記標準メニュー画面との
対応関係を表す第１ショートカット情報を第１記憶部に記憶させるショートカットアイコ
ン追加処理部と、
　前記ショートカットアイコンの操作が行われた場合に、前記第１ショートカット情報に
基づいて、操作された前記ショートカットアイコンに対応する前記標準メニュー画面を前
記パネルに表示させる第１ショートカット出力部と、を含む、画像形成装置。
【請求項２】
　前記ショートカットメニュー画面において予め定められたジェスチャーの登録操作が行
われた場合に、前記パネルに対する操作に従って、前記ショートカットアイコンと登録ジ
ェスチャー操作との対応関係を表す第２ショートカット情報を第２記憶部に記憶させるジ
ェスチャー登録部と、
　前記標準メニュー画面を表示中の前記パネルに対して前記登録ジェスチャー操作が行わ
れた場合に、前記登録ジェスチャー操作に対応する前記ショートカットアイコンに対応す
る前記標準メニュー画面を前記パネルに表示させる第２ショートカット出力部と、を備え
、
　前記登録ジェスチャー操作が、前記ショートカット呼出操作とは異なる前記パネルに対
するジェスチャー操作である、請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記登録ジェスチャー操作が、前記パネルにおける複数の辺の部分各々または複数の角
部各々を起点として内側へタッチ位置を移動させる複数のスワイプ操作を含み、
　前記ジェスチャー登録部および前記第２ショートカット出力部が、前記起点の異なる前
記スワイプ操作を区別して処理する、請求項２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記ジェスチャー登録部および前記第２ショートカット出力部が、前記パネルにおける
１つの辺の部分から内側へのタッチ位置の移動方向がそれぞれ異なる複数の前記スワイプ
操作を区別して処理する、請求項３に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記ジェスチャー登録部が、前記起点の異なる前記スワイプ操作ごとの前記標準メニュ
ー画面の表示形態の情報を前記第２ショートカット情報に設定し、
　前記第２ショートカット出力部が、前記登録ジェスチャー操作に対応する前記表示形態
で前記標準メニュー画面を前記パネルに表示させる、請求項３に記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記パネルまたは他の情報入力部を通じて入力される認証用入力情報と予め第３記憶部
に記憶された認証情報とを照合して認証成否を判定する認証処理を実行し、前記認証処理
が成功した場合に、前記標準メニュー画面の操作を許容する認証制御部を備え、
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　前記ショートカットアイコン追加処理部および前記第１ショートカット出力部は、成功
した前記認証処理で用いられた前記認証情報ごとにそれぞれの処理を実行する、請求項１
から請求項５のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記パネルまたは他の情報入力部を通じて入力される認証用入力情報と予め第３記憶部
に記憶された認証情報とを照合して認証成否を判定する認証処理を実行し、前記認証処理
が成功した場合に、前記標準メニュー画面の操作を許容する認証制御部を備え、
　前記ショートカットアイコン追加処理部、前記第１ショートカット出力部および前記第
２ショートカット出力部は、成功した前記認証処理で用いられた前記認証情報ごとにそれ
ぞれの処理を実行する、請求項２から請求項５のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項８】
　操作部および画面の表示部を兼ねるパネルを有するタッチパネルユニットを備える画像
形成装置の操作画面制御方法であって、
　前記タッチパネルユニットを制御する制御部が実行する工程が、
　前記パネルに対する選択操作に応じて、画像処理に関する複数の標準メニュー画面のう
ちの１つを選択的に前記パネルに表示させる第１工程と、
　前記標準メニュー画面を表示中の前記パネルに対してショートカット呼出操作が行われ
た場合に、ショートカットメニュー画面を前記標準メニュー画面に重ねて表示させる第２
工程と、
　前記ショートカットメニュー画面に対する操作が行われた場合に、操作に応じた処理を
実行する第３工程と、を含み、
　前記ショートカット呼出操作が、前記標準メニュー画面を表示中の前記パネルに対する
予め定められたジェスチャー操作であり、
　前記第３工程が、
　前記ショートカットメニュー画面において予め定められたアイコン追加操作が行われた
場合に、ショートカットアイコンを前記ショートカットメニュー画面に追加し、さらに、
追加した前記ショートカットアイコンと前記パネルに表示中の前記標準メニュー画面との
対応関係を表すショートカット情報を記憶部に記憶させる工程と、
　前記ショートカットアイコンの操作が行われた場合に、操作された前記ショートカット
アイコンに対応する前記標準メニュー画面を前記パネルに表示させる工程と、を含む、画
像形成装置の操作画面制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置および画像形成装置の操作画面制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、複写機または複合機などの画像形成装置はタッチパネルユニットを備える。前
記画像形成装置において、制御部は、画像処理に関するメニュー画面を前記タッチパネル
ユニットに表示させる。
【０００３】
　前記制御部が、前記タッチパネルユニットに対する選択操作に応じて、階層関係を有す
る複数の前記メニュー画面のうちの１つを選択的に前記タッチパネルユニットに表示させ
る場合がある。前記メニュー画面が階層化されることにより、表示領域の限られた前記タ
ッチパネルユニットを用いて画像処理に関する多数の条件を簡素な前記メニュー画面を通
じて設定することが可能になる。従って、ユーザーが前記画像形成装置の操作に慣れてい
ない場合でも、画像処理に関する条件を容易に設定することができる。
【０００４】
　一方、前記メニュー画面がより深く階層化されるほど、目的の前記メニュー画面に到達
するまでに多くのタッチ操作が必要となる。そこで、ユーザーの利用状況に応じて、例え
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ば利用頻度の高い前記メニュー画面などについてショートカット機能を登録できることが
望ましい。これにより、少ないタッチ操作で目的の前記メニュー画面へ到達することがで
きる。
【０００５】
　前記画像形成装置において、前記制御部が、前記タッチパネルユニットの一部の表示領
域に、ショートカットキーを含む機能キーを表示させることが知られている（例えば、特
許文献１参照）。前記ショートカットキーが操作された場合、前記制御部は、画像形成の
条件の確認画面を前記タッチパネルユニットに表示させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－１４９０１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、ショートカット機能を実現する操作アイコンが、いわゆる機能キーのように
常時表示されると、その分、画像処理に関する標準のメニュー画面に含めることが可能な
情報の量および表示サイズが制限される。
【０００８】
　一方、前記ショートカット機能は常に必要であるとは限らない。そのため、前記タッチ
パネルユニットの表示領域を、極力、標準のメニュー画面の領域として利用しながら、前
記ショートカット機能を登録および利用できることが望ましい。
【０００９】
　本発明の目的は、タッチパネルユニットの表示領域において画像処理に関する標準のメ
ニュー画面の領域を最大限に確保しつつ、ショートカット機能の登録および利用が可能な
画像形成装置および画像形成装置の操作画面制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一の局面に係る画像形成装置は、タッチパネルユニットと、標準メニュー画面
制御部と、ショートカットメニュー画面出力部と、ショートカット処理部とを備える。前
記タッチパネルユニットは、操作部および画面の表示部を兼ねるパネルを有する。前記標
準メニュー画面制御部は、前記パネルに対する選択操作に応じて、画像処理に関する複数
の標準メニュー画面のうちの１つを選択的に前記パネルに表示させる。前記ショートカッ
トメニュー画面出力部は、前記標準メニュー画面を表示中の前記パネルに対してショート
カット呼出操作が行われた場合に、ショートカットメニュー画面を前記標準メニュー画面
に重ねて表示させる。前記ショートカット呼出操作は、前記標準メニュー画面を表示中の
前記パネルに対する予め定められたジェスチャー操作である。前記ショートカット処理部
は、前記ショートカットメニュー画面に対する操作が行われた場合に、操作に応じた処理
を実行する。前記ショートカット処理部は、ショートカットアイコン追加処理部と、第１
ショートカット出力部とを含む。前記ショートカットアイコン追加処理部は、前記ショー
トカットメニュー画面において予め定められたアイコン追加操作が行われた場合に、ショ
ートカットアイコンを前記ショートカットメニュー画面に追加し、さらに、第１ショート
カット情報を記憶部に記憶させる。前記第１ショートカット情報は、追加した前記ショー
トカットアイコンと前記パネルに表示中の前記標準メニュー画面との対応関係を表す情報
である。前記第１ショートカット出力部は、前記ショートカットアイコンの操作が行われ
た場合に、前記標準メニュー画面を前記パネルに表示させる。その際、前記第１ショート
カット出力部は、前記第１ショートカット情報に基づいて、操作された前記ショートカッ
トアイコンに対応する前記標準メニュー画面を前記パネルに表示させる。
【００１１】
　本発明の他の局面に係る画像形成装置の操作画面制御方法は、制御部が実行する以下の
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各工程を含む。前記制御部は、操作部および画面の表示部を兼ねるパネルを有するタッチ
パネルユニットを制御する。第１工程は、前記パネルに対する選択操作に応じて、画像処
理に関する複数の標準メニュー画面のうちの１つを選択的に前記パネルに表示させる工程
である。第２工程は、前記標準メニュー画面を表示中の前記パネルに対してショートカッ
ト呼出操作が行われた場合に実行される。前記第２工程は、ショートカットメニュー画面
を前記標準メニュー画面に重ねて表示させる工程である。第３工程は、前記ショートカッ
トメニュー画面に対する操作が行われた場合に実行される。前記第３工程は、前記ショー
トカットメニュー画面に対する操作に応じた処理を実行する工程である。前記ショートカ
ット呼出操作が、前記標準メニュー画面を表示中の前記パネルに対する予め定められたジ
ェスチャー操作である。前記第３工程は、以下の第４工程および第５工程を含む。前記第
４工程は、前記ショートカットメニュー画面において予め定められたアイコン追加操作が
行われた場合に実行される。前記第４工程は、ショートカットアイコンを前記ショートカ
ットメニュー画面に追加し、さらに、ショートカット情報を記憶部に記憶させる工程であ
る。前記ショートカット情報は、追加した前記ショートカットアイコンと前記パネルに表
示中の前記標準メニュー画面との対応関係を表す情報である。第５工程は、前記ショート
カットアイコンの操作が行われた場合に実行される。前記第５工程は、前記ショートカッ
ト情報に基づいて、操作された前記ショートカットアイコンに対応する前記標準メニュー
画面を前記パネルに表示させる工程である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、タッチパネルユニットの表示領域において画像処理に関する標準のメ
ニュー画面の領域を最大限に確保しつつ、ショートカット機能の登録および利用が可能な
画像形成装置および画像形成装置の操作画面制御方法を提供することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、実施形態に係る画像形成装置のブロック図である。
【図２】図２は、画像形成装置が備える操作表示部の外観図である。
【図３】図３は、画像形成装置における操作画面制御手順の一例を示すフローチャートで
ある。
【図４】図４は、画像形成装置の操作画面制御におけるショートカット処理の手順の一例
を示すフローチャートである。
【図５】図５は、画像形成装置のショートカット処理における追加処理の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図６】図６は、画像形成装置のショートカット処理におけるジェスチャー登録処理の手
順の一例を示すフローチャートである。
【図７】図７は、画像形成装置のメニュー画面の第１例を示す図である。
【図８】図８は、画像形成装置の目的のメニュー画面においてショートカット呼出操作が
行われるときのタッチパネルユニットの図である。
【図９】図９は、画像形成装置における初期状態のショートカットメニュー画面を示す図
である。
【図１０】図１０は、画像形成装置における１つのショートカットアイコンが追加された
ショートカットメニュー画面を示す図である。
【図１１】図１１は、画像形成装置の任意のメニュー画面においてショートカット呼出操
作が行われるときのタッチパネルユニットの図である。
【図１２】図１２は、画像形成装置における任意のメニュー画面上に表示されたショート
カットメニュー画面を示す図である。
【図１３】図１３は、画像形成装置における複数のショートカットアイコンが追加された
ショートカットメニュー画面を示す図である。
【図１４】図１４は、画像形成装置における登録ジェスチャー選択画面を示す図である。
【図１５】図１５は、画像形成装置の任意のメニュー画面において登録ジェスチャー操作
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が行われるときのタッチパネルユニットの図である。
【図１６】図１６は、画像形成装置のショートカットメニュー画面においてグループモー
ドが選択されるときのタッチパネルユニットの図である。
【図１７】図１７は、画像形成装置におけるショートカットグループアイコンが設定され
たショートカットメニュー画面を示す図である。
【図１８】図１８は、画像形成装置におけるショートカットグループアイコンの操作によ
って表示されたショートカットメニュー画面を示す図である。
【図１９】図１９は、画像形成装置が予め記憶する標準メニュー情報のデータ構成の一例
を示す図である。
【図２０】図２０は、画像形成装置が記録するショートカット情報のデータ構成の一例を
示す図である。
【図２１】図２１は、画像形成装置の任意のメニュー画面において応用例に係る登録ジェ
スチャー操作が行われるときのタッチパネルユニットの図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の実
施形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定する性格を有さ
ない。
【００１５】
　［画像形成装置１０の構成］
　まず、図１，２を参照しつつ、実施形態に係る画像形成装置１０の構成について説明す
る。画像形成装置１０は、シート材に画像を形成する装置である。
【００１６】
　図１が示す画像形成装置１０は、原稿から画像を読み取る画像読取装置の機能およびシ
ート材へ画像を形成する画像形成装置の機能を兼ね備えた複合機である。なお、画像形成
装置１０が、画像送信機能を兼ね備えるファクシミリ装置などであることも考えられる。
【００１７】
　画像形成装置１０は、主制御部１、操作表示部２、スキャン部３１、スキャン制御部３
０、プリント部４１、プリント制御部４０、通信部６０、画像処理部５０および後処理部
７０などを備える。
【００１８】
　主制御部１、スキャン制御部３０、プリント制御部４０、通信部６０および画像処理部
５０は、それぞれバス９に接続されおり、バス９を通じて相互にデータの受け渡しが可能
である。
【００１９】
　スキャン部３１は、前記原稿に光を走査する不図示の光学系、および原稿からの反射光
の光量を画素ごとに検出して原稿画像データを出力する不図示のイメージセンサーなどを
備える。
【００２０】
　スキャン制御部３０は、スキャン部３１を制御して前記原稿画像データを取得する。さ
らに、スキャン制御部３０は、バス９を通じて前記原稿画像データを画像処理部５０など
の他の機器に転送する。
【００２１】
　プリント部４１は、周知の電子写真方式の画像形成処理によって前記シート材に画像を
形成する。プリント部４１は、不図示の像担持体およびその周辺機器を備え、前記像担持
体から前記シート材に現像剤の画像を転写するとともにその画像を前記シート材に定着さ
せる。
【００２２】
　プリント制御部４０は、画像処理部５０から記録用画像データを取得し、前記記録用画
像データ基づく画像を前記記録シートに形成する処理をプリント部４１に実行させる。
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【００２３】
　通信部６０は、ネットワーク１００を通じて外部装置との間でデータの送受信を行う。
前記外部装置は、他の画像形成装置１０および不図示のパーソナルコンピューターなどで
ある。
【００２４】
　さらに、通信部６０は、バス９を通じて他の機器とデータの受け渡しを行う。例えば、
通信部６０は、前記外部機器から画像形成用のジョブデータを受信し、そのジョブデータ
をバス９を通じて画像処理部５０に転送する。
【００２５】
　また、通信部６０は、スキャン制御部３０から画像処理部５０を介して前記原稿画像デ
ータを取得し、その原稿画像データを含むデータを前記外部装置へ送信する機能も備える
。
【００２６】
　画像処理部５０は、バス９を通じて他の機器から得た画像データなどに対する各種のデ
ータ処理を実行する。画像処理部５０によるデータ処理の対象は、例えば、スキャン制御
部３０から得られる前記原稿画像データまたは前記外部装置から通信部６０を通じて得ら
れる前記ジョブデータなどである。
【００２７】
　例えば、画像処理部５０は、スキャン制御部３０から得られる前記原稿画像データに対
し、画像回転処理、ハーフトーン処理またはサイズカット処理などの画像処理を施す。ま
た、画像処理部５０は、スキャン制御部３０から得られる前記原稿画像データおよび通信
部６０から得られる前記ジョブデータを前記記録用画像データへ変換し、プリント制御部
４０へ転送する処理なども実行する。
【００２８】
　後処理部７０は、画像形成後の前記シート材に対してステープル処理、パンチ孔形成処
理およびシフト排出処理などの後処理を実行する。
【００２９】
　図２が示すように、操作表示部２は、画面の表示部および操作部を兼ねるパネル２０ｐ
を有するタッチパネルユニット２０を含む。図２が示す例では、操作表示部２は、操作ボ
タンも含む。タッチパネルユニット２０は液晶表示パネルなどのパネル表示部と、そのパ
ネル表示部の表面に形成されたタッチパネルセンサーとを含む。
【００３０】
　以下の説明において、タッチパネルユニット２０における操作を検出する前記タッチパ
ネルセンサーおよび前記操作ボタンのことを操作部２１と称する。タッチパネルユニット
２０に対する操作は、タッチパネルユニット２０のパネル２０ｐに対する操作である。同
様に、タッチパネルユニット２０に画面を表示することは、タッチパネルユニット２０の
パネル２０ｐに画面を表示することを意味する。
【００３１】
　主制御部１は、他の制御部を統括して制御する。例えば、主制御部１は、タッチパネル
ユニット２０に画像処理に関するメニュー画面などを表示させる。さらに、主制御部１は
、操作部２１の操作を通じて入力される入力情報および各種センサーの検出結果に応じて
他の制御部に制御指令を出力する。
【００３２】
　図２が示すように、主制御部１は、ＭＰＵ（Micro Processor Unit）１１および記憶部
１２などを備える。
【００３３】
　ＭＰＵ１１は、各種の演算およびデータ処理を実行するプロセッサーである。記憶部１
２は、ＭＰＵ１１が参照する各種情報を記憶する不揮発性の記憶部である。また、記憶部
１２は、ＭＰＵ１１による各種情報の読み書きが可能な記憶部でもある。
【００３４】
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　記憶部１２は、ＭＰＵ１１に各種の処理を実行させるためのプログラムおよびそれらの
プログラムを実行するＭＰＵ１１によって参照される情報および書き込まれる情報を記憶
する。
【００３５】
　例えば、記憶部１２は、認証情報Ｄ０、標準メニュー情報Ｄ１およびショートカット情
報Ｄ２などを記憶する。認証情報Ｄ０は、画像形成装置１０を利用可能なユーザー各々を
一意に特定する情報であり、画像形成装置１０の利用を許容するための認証処理の際に参
照される。なお、認証情報Ｄ０、標準メニュー情報Ｄ１およびショートカット情報Ｄ２が
、複数の記憶部１２に分かれて記憶されることも考えられる。
【００３６】
　例えば、認証情報Ｄ０は、開示が許容されるユーザー識別情報Ｄ０１と、開示されない
パスワードなどの秘匿識別情報Ｄ０２とを含む。なお、標準メニュー情報Ｄ１およびショ
ートカット情報Ｄ２については後述する。
【００３７】
　以下の説明において、画像処理に関する予め用意されたメニュー画面のことを標準メニ
ュー画面ｇ１と称する（図７を参照）。標準メニュー画面ｇ１は、画像の読み取り処理お
よび画像形成処理などの画像処理の条件を設定するためのメニュー画面である。
【００３８】
　主制御部１は、タッチパネルユニット２０に対する選択操作に応じて、階層関係を有す
る複数の標準メニュー画面ｇ１のうちの１つを選択的にタッチパネルユニット２０に表示
させる。標準メニュー画面ｇ１が階層化されることにより、表示領域の限られたタッチパ
ネルユニット２０を用いて画像処理に関する多数の条件を簡素な標準メニュー画面ｇ１を
通じて設定することが可能になる。従って、ユーザーが画像形成装置１０の操作に慣れて
いない場合でも、画像処理に関する条件を容易に設定することができる。
【００３９】
　一方、標準メニュー画面ｇ１がより深く階層化されるほど、目的の標準メニュー画面ｇ
１に到達するまでに多くのタッチ操作が必要となる。そこで、ユーザーの利用状況に応じ
て、例えば利用頻度の高い標準メニュー画面ｇ１などについてショートカット機能を登録
できることが望ましい。これにより、少ないタッチ操作で目的の標準メニュー画面ｇ１へ
到達することができる。
【００４０】
　ところで、ショートカット機能を実現する操作アイコンが、いわゆる機能キーのように
常時表示されると、その分、画像処理に関する標準メニュー画面ｇ１に含めることが可能
な情報の量および表示サイズが制限される。
【００４１】
　一方、前記ショートカット機能は常に必要であるとは限らない。そのため、タッチパネ
ルユニット２０の表示領域を、極力、標準メニュー画面ｇ１の領域として利用しながら、
前記ショートカット機能を登録および利用できることが望ましい。
【００４２】
　画像形成装置１０は、後述する操作画面制御およびショートカット処理を実行する。こ
れにより、画像形成装置１０は、タッチパネルユニット２０の表示領域において画像処理
に関する標準メニュー画面ｇ１の領域を最大限に確保しつつ、前記ショートカット機能の
登録および利用を可能にする。
【００４３】
　［前記操作画面制御］
　次に、図３に示されるフローチャートを参照しつつ、画像形成装置１０の主制御部１が
実行する前記操作画面制御の手順の一例について説明する。以下の説明において、Ｓ１０
１，Ｓ１０２，…は、主制御部１が実行する各工程の識別符号を表す。以下に示される主
制御部１の処理は、ＭＰＵ１１が制御プログラムを実行することによって実現される。
【００４４】
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　＜工程Ｓ１０１＞
　画像形成装置１０が通電状態になると、まず、主制御部１は、認証処理を実行する。前
記認証処理は、認証用入力情報と予め記憶部１２に記憶された認証情報Ｄ０とを照合して
認証成否を判定する処理である。前記認証用入力情報は、操作表示部２の操作部２１また
は他の情報入力部を通じて入力される。
【００４５】
　例えば、主制御部１は、タッチパネルユニット２０に不図示のログイン画面を表示させ
、ユーザーが操作する操作部２１を通じて認証用入力情報を取得する。さらに、主制御部
１は、その認証用入力情報と予め記憶部１２に記憶された認証情報Ｄ０とを照合する。
【００４６】
　前記認証用入力情報と認証情報Ｄ０とが合致すれば認証は成功であり、そうでなければ
前記認証は失敗である。
【００４７】
　なお、前記認証用入力情報が、操作部２１に対する操作に従った文字または記号などの
入力以外の方法で入力されることも考えられる。
【００４８】
　例えば、主制御部１が、ユーザーの生態情報を、生態情報入力装置を通じて前記認証用
入力情報として入力することが考えられる。この場合、画像形成装置１０は、指紋情報を
読み取る指紋読取センサーまたは顔画像を撮影するカメラなどの前記生態情報入力装置を
備える。
【００４９】
　以下の説明において、工程Ｓ１０１において成功した前記認証処理において用いられた
認証情報Ｄ０およびそれに対応するユーザーのことを、それぞれ成功認証情報および認証
成功ユーザーと称する。
【００５０】
　＜工程Ｓ１０２＞
　前記認証処理が失敗である場合、主制御部１はタッチパネルユニット２０にエラーメッ
セージを表示させ、その後、工程Ｓ１０１からの処理を再実行する。
【００５１】
　なお、工程Ｓ１０１，Ｓ１０２の処理は、主制御部１のＭＰＵ１１が認証プログラムＰ
ｒ１を実行することによって実現される。工程Ｓ１０１，Ｓ１０２の処理は、前記認証処
理を実行し、前記認証処理が成功した場合に、標準メニュー画面ｇ１の操作を許容する処
理である。工程Ｓ１０１，Ｓ１０２の処理を実行する主制御部１が認証制御部の一例であ
る。
【００５２】
　＜工程Ｓ１０３＞
　前記認証処理が成功である場合、主制御部１は、タッチパネルユニット２０に標準メニ
ュー画面ｇ１を表示させる。最初に表示される標準メニュー画面ｇ１は、いわゆるメイン
メニュー画面である。
【００５３】
　標準メニュー画面ｇ１は、各種の操作アイコンｇ１１を含む。操作アイコンｇ１１は、
例えばコピー、スキャン画像データの送信、スキャン画像データの保存およびインターネ
ット接続などの各種のジョブを選択するため、または、前記ジョブの動作条件を設定する
ためのアイコンを含む。
【００５４】
　＜工程Ｓ１０４＞
　次に、主制御部１は、標準メニュー画面ｇ１の表示中に操作部２１に対してどのような
操作がなされたかを判定する。
【００５５】
　＜工程Ｓ１０５＞
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　主制御部１は、標準メニュー画面ｇ１に含まれる操作アイコンｇ１１が操作されたこと
を検知すると、これから実行する前記ジョブのモードを設定する。前記ジョブのモードは
、操作された操作アイコンｇ１１の種類に対応する前記ジョブの種類または前記ジョブの
動作条件などである。
【００５６】
　＜工程Ｓ１０６＞
　さらに、主制御部１は、操作された操作アイコンｇ１１の種類に対応する次の標準メニ
ュー画面ｇ１をタッチパネルユニット２０に表示させる。そして、主制御部１は、新たに
表示させた標準メニュー画面ｇ１について、工程Ｓ１０４からの処理を繰り返す。
【００５７】
　工程Ｓ１０３～Ｓ１０６において、主制御部１は、タッチパネルユニット２０に対する
選択操作に応じて、画像処理に関する複数の標準メニュー画面ｇ１のうちの１つを選択的
にタッチパネルユニット２０に表示させる。
【００５８】
　工程Ｓ１０３～Ｓ１０６の処理は、主制御部１のＭＰＵ１１が標準メニュー画面制御プ
ログラムＰｒ２を実行することによって実現される。工程Ｓ１０３～Ｓ１０６の処理を実
行する主制御部１が標準メニュー画面制御部の一例である。
【００５９】
　＜工程Ｓ１０７＞
　主制御部１は、標準メニュー画面ｇ１を表示中のタッチパネルユニット２０に対して予
め定められたショートカット呼出操作が行われたことを検知した場合、ショートカットメ
ニュー画面ｇ２をタッチパネルユニット２０に表示させる。
【００６０】
　前記ショートカット呼出操作は、標準メニュー画面ｇ１を表示中のタッチパネルユニッ
ト２０に対する予め定められたジェスチャー操作である。前記ジェスチャー操作は、タッ
チパネルユニット２０に対する時系列に変化する接触操作である。
【００６１】
　図８が示す前記ショートカット呼出操作は、タッチパネルユニット２０におけるパネル
２０ｐの手前側の一辺の部分を起点として内側へタッチ位置を移動させるスワイプ操作で
ある。
【００６２】
　図９が示すように、主制御部１は、ショートカットメニュー画面ｇ２をタッチパネルユ
ニット２０における標準メニュー画面ｇ１に重ねて表示させる。図９が示す例では、ショ
ートカットメニュー画面ｇ２が、標準メニュー画面ｇ１の一部に重ねて表示される。
【００６３】
　図９は、初期状態のショートカットメニュー画面ｇ２を示す。初期状態のショートカッ
トメニュー画面ｇ２は、未だショートカットアイコンｇ２０を含まない。ショートカット
アイコンｇ２０は、目的の標準メニュー画面ｇ１へ移行するための１タッチの操作を受け
付ける操作アイコンである。
【００６４】
　ショートカットメニュー画面ｇ２は、追加アイコンｇ２１、編集アイコンｇ２２および
削除アイコンｇ２３などを含む。図９が示す例では、ショートカットメニュー画面ｇ２は
、さらにジェスチャー登録アイコンｇ２４、モード選択アイコンｇ２５、インポートアイ
コンｇ２６およびエクスポートアイコンｇ２７なども含む。
【００６５】
　工程Ｓ１０７の処理は、主制御部１のＭＰＵ１１がショートカットメニュー画面出力プ
ログラムＰｒ３を実行することによって実現される。工程Ｓ１０７の処理を実行する主制
御部１が、ショートカットメニュー画面出力部の一例である。
【００６６】
　＜Ｓ１０８＞
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　ショートカットメニュー画面ｇ２がタッチパネルユニット２０に表示されると、主制御
部１は、ショートカット処理を実行する。前記ショーカット処理は、ショートカットメニ
ュー画面ｇ２にショートカットアイコンｇ２０を追加したり、そのショートカットアイコ
ンｇ２０に関する設定を編集したりする処理である。前記ショートカット処理の詳細は後
述する。
【００６７】
　＜工程Ｓ１０９＞
　主制御部１は、標準メニュー画面ｇ１を表示中のタッチパネルユニット２０に対して予
め登録された登録ショートカット操作が行われたことを検知した場合、予めその登録ショ
ートカット操作に対応づけられた標準メニュー画面ｇ１をタッチパネルユニット２０に表
示させる。
【００６８】
　前記登録ショートカット操作の登録および前記登録ショートカット操作と標準メニュー
画面ｇ１との対応付けの処理は、前記ショートカット処理に含まれる。その処理の詳細は
後述する。
【００６９】
　主制御部１は、工程Ｓ１０８の前記ショートカット処理の終了後、および、工程Ｓ１０
９の処理の終了後、工程Ｓ１０４からの処理を繰り返す。
【００７０】
　［前記ショートカット処理］
　次に、図４に示されるフローチャートを参照しつつ、画像形成装置１０の主制御部１が
実行する前記ショートカット処理（図３の工程Ｓ１０８）の手順の一例について説明する
。以下の説明において、Ｓ２０１，Ｓ２０２，…は、主制御部１が実行する各工程の識別
符号を表す。
【００７１】
　前記ショートカット処理において、主制御部１は、ショートカットメニュー画面ｇ２に
対する操作が行われた場合に、操作に応じた処理を実行する。以下に示される主制御部１
の処理は、ＭＰＵ１１がショートカット処理プログラムＰｒ４を実行することによって実
現される。ＭＰＵ１１がショートカット処理プログラムＰｒ４を実行するときの主制御部
１は、ショートカット処理部の一例である。
【００７２】
　＜工程Ｓ２０１＞
　前記ショートカット処理において、まず、主制御部１は、処理モードを初期設定する。
前記処理モードは、前記ショートカット処理を場合分けするためのフラグである。前記処
理モードは、ショートカットモードおよびグループモードの一方である。初期の前記処理
モードは前記ショートカットモードである。
【００７３】
　前記ショートカットモードは、ショートカットアイコンｇ２０自体の追加および編集な
どの処理を行うことを指定するフラグである。前記グループモードは、ショートカットア
イコンｇ２０のグループ化およびグループの編集などの処理を行うことを指定するフラグ
である。
【００７４】
　前記処理モードは、ショートカットメニュー画面ｇ２のモード選択アイコンｇ２５の操
作によって変更可能である。図１６は、前記処理モードが、モード選択アイコンｇ２５の
操作によって前記ショートカットモードから前記グループモードへ変更される様子を示す
。
【００７５】
　＜工程Ｓ２０２＞
　次に、主制御部１は、ショートカットメニュー画面ｇ２の表示中に操作部２１に対して
どのような操作がなされたかを判定する。
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【００７６】
　＜工程Ｓ２０３＞
　主制御部１は、ショートカットメニュー画面ｇ２に含まれる追加アイコンｇ２１が操作
されたことを検知すると、後述する追加処理を実行する。前記追加処理の終了により、前
記ショートカット処理が終了する。
【００７７】
　＜工程Ｓ２０４＞
　主制御部１は、ショートカットメニュー画面ｇ２に含まれるショートカットアイコンｇ
２０が操作されたことを検知すると、予めそのショートカットアイコンｇ２０に対応づけ
られた標準メニュー画面ｇ１をタッチパネルユニット２０に表示させる。
【００７８】
　ショートカットメニュー画面ｇ２へのショートカットアイコンｇ２０の追加およびショ
ートカットアイコンｇ２０と標準メニュー画面ｇ１との対応付けの処理は、前記追加処理
に含まれる。前記追加処理の詳細は後述する。工程Ｓ２０４の処理の終了により、前記シ
ョートカット処理が終了する。
【００７９】
　＜工程Ｓ２０５＞
　主制御部１は、ショートカットメニュー画面ｇ２に含まれるジェスチャー登録アイコン
ｇ２４が操作されたことを検知すると、後述するジェスチャー登録処理を実行する。前記
ジェスチャー登録処理の終了により、前記ショートカット処理が終了する。
【００８０】
　＜工程Ｓ２０６＞
　主制御部１は、ショートカットメニュー画面ｇ２に含まれるモード選択アイコンｇ２５
によるモード変更操作が行われたことを検知すると、前記処理モードを変更する（図１６
参照）。前記処理モードが変更された後、主制御部１は、工程Ｓ２０２からの処理を繰り
返す。なお、前記処理モードは、前記追加処理において参照される。
【００８１】
　＜工程Ｓ２０７＞
　主制御部１は、ショートカットメニュー画面ｇ２に含まれるその他の操作アイコンが操
作されたことを検知すると、操作されたアイコンに対応する処理を実行する。その処理の
終了により、前記ショートカット処理が終了する。
【００８２】
　本実施形態において、前記その他の操作アイコンは、編集アイコンｇ２２、削除アイコ
ンｇ２３、インポートアイコンｇ２６およびエクスポートアイコンｇ２７である。これら
の操作アイコンに対応する処理の詳細は後述する。
【００８３】
　［前記追加処理］
　次に、図５に示されるフローチャートを参照しつつ、画像形成装置１０の主制御部１が
実行する前記追加処理（図４の工程Ｓ２０３）の手順の一例について説明する。以下の説
明において、Ｓ３０１，Ｓ３０２，…は、主制御部１が実行する各工程の識別符号を表す
。
【００８４】
　以下に示される主制御部１の処理は、ＭＰＵ１１が追加処理プログラムＰｒ５を実行す
ることによって実現される。
【００８５】
　＜工程Ｓ３０１＞
　前記追加処理において、まず、主制御部１は、前記処理モードが前記ショートカットモ
ードおよび前記グループモードのいずれであるかを判定する。
【００８６】
　ユーザーは、追加するショートカットアイコンｇ２０に対応づけたい標準メニュー画面



(13) JP 2017-4042 A 2017.1.5

10

20

30

40

50

ｇ１がタッチパネルユニット２０に表示された状態で、前記ショートカット呼出操作およ
び追加アイコンｇ２１の操作を行う。
【００８７】
　以下の説明において、前記ショートカット呼出操作が行われるときにタッチパネルユニ
ット２０に表示中の標準メニュー画面ｇ１のことを目的メニュー画面ｇ１ｘと称する（図
８～１０を参照）。即ち、ショートカットメニュー画面ｇ２の下に表示されている標準メ
ニュー画面ｇ１が前記目的メニュー画面ｇ１ｘである。
【００８８】
　＜工程Ｓ３０２＞
　前記処理モードが前記ショートカットモードである状態で追加アイコンｇ２１が操作さ
れた場合、主制御部１は、ショートカットアイコンｇ２０をショートカットメニュー画面
ｇ２に追加する。
【００８９】
　図１０は、１つのショートカットアイコンｇ２０が追加されたショートカットメニュー
画面ｇ２を示す図である。例えば、主制御部１は、ショートカットアイコンｇ２０ととも
にアイコン名Ｄ２３もショートカットメニュー画面ｇ２に追加する。
【００９０】
　工程Ｓ３０２において、主制御部１は、目的メニュー画面ｇ１ｘに対応するショートカ
ットアイコンｇ２０をショートカットメニュー画面ｇ２に追加する。主制御部１は、予め
記憶部１２に記憶された標準メニュー情報Ｄ１に基づいて、目的メニュー画面ｇ１ｘに対
応するショートカットアイコンｇ２０の種類を特定する。
【００９１】
　図１９は、標準メニュー情報Ｄ１のデータ構成の一例である。図１９が示す例において
、標準メニュー情報Ｄ１は、相互に関連づけられたメニュー番号Ｄ１１、デフォルトアイ
コンデータＤ１２およびデフォルト名Ｄ１３などを含む。
【００９２】
　メニュー番号Ｄ１１は、標準メニュー画面ｇ１各々の識別情報である。デフォルトアイ
コンデータＤ１２は、標準メニュー画面ｇ１に対応する初期設定のショートカットアイコ
ンｇ２０のファイル名を表す情報である。
【００９３】
　デフォルトアイコンデータＤ１２が表すショートカットアイコンｇ２０のデータファイ
ルも、予め記憶部１２に記憶されている。工程Ｓ３０２において、主制御部１は、標準メ
ニュー情報Ｄ１において目的メニュー画面ｇ１ｘのメニュー番号Ｄ１１に対応づけられた
デフォルトアイコンデータＤ１２を特定する。さらに、主制御部１は、特定したデフォル
トアイコンデータＤ１２が表すショートカットアイコンｇ２０をショートカットメニュー
画面ｇ２に追加する。
【００９４】
　デフォルト名Ｄ１３は、ショートカットアイコンｇ２０の初期設定のアイコン名を表す
情報である。工程Ｓ３０２において、主制御部１は、標準メニュー情報Ｄ１において目的
メニュー画面ｇ１ｘのメニュー番号Ｄ１１に対応づけられたデフォルト名Ｄ１３を特定す
る。さらに、主制御部１は、特定したデフォルト名Ｄ１３をアイコン名Ｄ２３としてショ
ートカットメニュー画面ｇ２に追加する。
【００９５】
　＜工程Ｓ３０３＞
　さらに、主制御部１は、追加したショートカットアイコンｇ２０に関するショートカッ
ト情報Ｄ２を記憶部１２に記憶させる。ショートカット情報Ｄ２は、追加したショートカ
ットアイコンｇ２０と目的メニュー画面ｇ１ｘとの対応関係を表す。
【００９６】
　図２０は、ショートカット情報Ｄ２のデータ構成の一例を示す。図２０が示す例におい
て、ショートカット情報Ｄ２は、相互に関連づけられたショートカット番号Ｄ２１、メニ
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ュー番号Ｄ１１、アイコンデータＤ２２およびアイコン名Ｄ２３を含む。
【００９７】
　ショートカット番号Ｄ２１は、ショートカットメニュー画面ｇ２に含められるショート
カットアイコンｇ２０各々の識別番号である。メニュー番号Ｄ１１は、ショートカットア
イコンｇ２０に対応づけられる標準メニュー画面ｇ１の識別番号である。
【００９８】
　アイコンデータＤ２２は、ショートカットメニュー画面ｇ２に含められるショートカッ
トアイコンｇ２０のファイル名を表す情報である。
【００９９】
　工程Ｓ３０３において、主制御部１は、追加したショートカットアイコンｇ２０に対応
するショートカット番号Ｄ２１、メニュー番号Ｄ１１、アイコンデータＤ２２およびアイ
コン名Ｄ２３をショートカット情報Ｄ２として記憶部１２に記憶させる。
【０１００】
　さらに、ショートカット情報Ｄ２は、ショートカット番号Ｄ２１に関連づけられたジェ
スチャー識別子Ｄ２４およびグループ番号Ｄ２５も含む。さらに、ショートカット情報Ｄ
２が、グループ番号Ｄ２５に対応するグループ名Ｄ２６を含むことも考えられる。工程Ｓ
３０３においては、ジェスチャー識別子Ｄ２４およびグループ番号Ｄ２５などは未設定の
ままである。ジェスチャー識別子Ｄ２４およびグループ番号Ｄ２５などについては後述す
る。
【０１０１】
　なお、工程Ｓ３０３において記憶部１２に記録されるショートカット情報Ｄ２のショー
トカット番号Ｄ２１、メニュー番号Ｄ１１およびアイコンデータＤ２２が第１ショートカ
ット情報の一例である。
【０１０２】
　工程Ｓ３０２，Ｓ３０３の処理の終了により、前記追加処理が終了する。ショートカッ
ト情報Ｄ２が記憶部１２に登録された後、主制御部１は、図３の工程Ｓ１０７において、
ショートカットアイコンｇ２０を含むショートカットメニュー画面ｇ２をタッチパネルユ
ニット２０に表示させることが可能になる（図１１，１２参照）。
【０１０３】
　図１３は、複数のショートカットアイコンｇ２０が追加されたショートカットメニュー
画面ｇ２を示す。このようなショートカットメニュー画面ｇ２は、前記ショートカットモ
ードでの前記追加処理が複数回実行された後に表示される。
【０１０４】
　また、主制御部１は、前記成功認証情報ごとに図５の工程Ｓ３０２，Ｓ３０３の処理、
および図３の工程Ｓ１０７の処理を実行する。
【０１０５】
　即ち、主制御部１は、図５の工程Ｓ３０３において、前記成功認証情報のユーザー識別
情報Ｄ０１ごとにショートカット情報Ｄ２を記憶部１２に記憶させる。これにより、ショ
ートカットアイコンｇ２０の追加処理が、ユーザー識別情報Ｄ０１ごとに行われることに
なる。
【０１０６】
　さらに、図３の工程Ｓ１０７において、主制御部１は、前記成功認証情報に対応するシ
ョートカット情報Ｄ２に基づいてショートカットメニュー画面ｇ２を編成および出力する
。
【０１０７】
　なお、図５の工程Ｓ３０２，Ｓ３０３の処理を実行する主制御部１が、ショートカット
アイコン追加処理部の一例である。ここで、前記処理モードが前記ショートカットモード
である場合における追加アイコンｇ２１の操作が、ショートカットメニュー画面ｇ２おけ
る予め定められたアイコン追加操作の一例である。
【０１０８】
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　また、図３の工程Ｓ１０７の処理を実行する主制御部１が、第１ショートカット出力部
の一例である。工程Ｓ１０７の主制御部１は、前記アイコン追加操作が行われた場合に、
前記第１ショートカット情報に基づいて、操作されたショートカットアイコンｇ２０に対
応する標準メニュー画面ｇ１をタッチパネルユニット２０に表示させる。
【０１０９】
　＜工程Ｓ３０４＞
　一方、前記処理モードが前記グループモードである状態で追加アイコンｇ２１が操作さ
れた場合、主制御部１は、グループ化処理（Ｓ３０４～Ｓ３０８）を実行する。
【０１１０】
　前記グループ化処理において、主制御部１は、グループ名入力処理を実行する（Ｓ３０
４）前記グループ名入力処理は、操作部２１に対する文字入力操作に従ってショートカッ
トアイコンｇ２０のグループ名Ｄ２６を取得する処理である。
【０１１１】
　例えば、主制御部１は、タッチパネルユニット２０に不図示のグループ名入力画面を表
示させる。さらに、前記グループ名入力画面に対する文字入力操作に従って、グループ名
Ｄ２６を取得する。
【０１１２】
　＜工程Ｓ３０５＞
　さらに、前記グループ化処理において、主制御部１は、ショートカット選択処理を実行
する。前記ショートカット選択処理は、ショートカットメニュー画面ｇ２に含まれるショ
ートカットアイコンｇ２０の中からグループ化の対象とする１つ以上のショートカットア
イコンｇ２０を選択する処理である。主制御部１は、操作部２１に対する操作に従ってシ
ョートカットアイコンｇ２０を選択する。
【０１１３】
　＜工程Ｓ３０６＞
　さらに、前記グループ化処理において、主制御部１は、アイコン集約処理を実行する。
前記アイコン集約処理は、グループアイコンｇｒ２０を追加し、工程Ｓ３０５で選択され
たショートカットアイコンｇ２０を追加したグループアイコンｇｒ２０に集約する処理で
ある。
【０１１４】
　図１７は、図１６に示される２つのショートカットアイコンｇ２０が１つのグループア
イコンｇｒ２０に集約された例を示す。主制御部１は、グループアイコンｇｒ２０ととも
にグループ名Ｄ２６もショートカットメニュー画面ｇ２に表示させる。
【０１１５】
　＜工程Ｓ３０７＞
　さらに、主制御部１は、追加したグループアイコンｇｒ２０に関するショートカット情
報Ｄ２を記憶部１２に記憶させる。より具体的には、主制御部１は、集約されたショート
カットアイコンｇ２０のショートカット番号Ｄ２１に対応するグループ番号Ｄ２５および
グループ名Ｄ２６をショートカット情報Ｄ２として記憶部１２に記憶させる。
【０１１６】
　工程Ｓ３０４～Ｓ３０７の処理の終了により、前記追加処理が終了する。ショートカッ
ト情報Ｄ２のグループ番号Ｄ２５およびグループ名Ｄ２６が記憶部１２に登録された後、
主制御部１は、図３の工程Ｓ１０７において、グループアイコンｇｒ２０を含むショート
カットメニュー画面ｇ２をタッチパネルユニット２０に表示させることが可能になる（図
１７参照）。
【０１１７】
　グループアイコンｇｒ２０が操作された場合、主制御部１は、操作されたグループアイ
コンｇｒ２０に集約されたショートカットアイコンｇ２０のみを含むショートカットメニ
ュー画面ｇ２をタッチパネルユニット２０に表示させる（図１８参照）。
【０１１８】
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　また、主制御部１は、前記成功認証情報ごとに図５の工程Ｓ３０４～Ｓ３０７の処理を
実行する。
【０１１９】
　［前記ジェスチャー登録処理］
　次に、図６に示されるフローチャートを参照しつつ、画像形成装置１０の主制御部１が
実行する前記ジェスチャー登録処理（図４の工程Ｓ２０５）の手順の一例について説明す
る。以下の説明において、Ｓ４０１，Ｓ４０２，…は、主制御部１が実行する各工程の識
別符号を表す。
【０１２０】
　以下に示される主制御部１の処理は、ＭＰＵ１１がジェスチャー登録プログラムＰｒ６
を実行することによって実現される。
【０１２１】
　＜工程Ｓ４０１＞
　前記ジェスチャー登録処理において、主制御部１は、タッチパネルユニット２０に対す
る操作に従って登録ジェスチャー操作を選択する。
【０１２２】
　前記登録ジェスチャー操作は、前記ショートカット呼出操作とは異なるタッチパネルユ
ニット２０に対するジェスチャー操作である。本実施形態において、前記登録ジェスチャ
ー操作は、タッチパネルユニット２０のパネル２０ｐにおける複数の辺２０２の部分各々
および複数の角２０３の部分各々を起点として内側へタッチ位置を移動させる複数のスワ
イプ操作を含む。
【０１２３】
　例えば、主制御部１は、図１４が示すような登録ジェスチャー選択画面ｇ３をタッチパ
ネルユニット２０に表示させた上で、前記登録ジェスチャー操作を選択する。登録ジェス
チャー選択画面ｇ３は、それぞれ異なる前記登録ジェスチャー操作に対応する複数の登録
ジェスチャー選択アイコンｇ３１を含む。さらに、登録ジェスチャー選択画面ｇ３は、選
択確定アイコンｇ３２および中止アイコンｇ３３などを含む。
【０１２４】
　図１４が示す例において、６つの登録ジェスチャー選択アイコンｇ３１各々は、以下の
前記登録ジェスチャー操作を表す。１つめの前記登録ジェスチャー操作は、タッチパネル
ユニット２０におけるパネル２０ｐの奧側の辺２０２の部分を起点として内側へタッチ位
置を移動させるスワイプ操作を表す。
【０１２５】
　２つめの前記登録ジェスチャー操作は、タッチパネルユニット２０におけるパネル２０
ｐの左側の辺２０２の部分を起点として内側へタッチ位置を移動させるスワイプ操作を表
す。３つめの前記登録ジェスチャー操作は、タッチパネルユニット２０におけるパネル２
０ｐの右側の辺２０２の部分を起点として内側へタッチ位置を移動させるスワイプ操作を
表す。
【０１２６】
　４つめの前記登録ジェスチャー操作は、タッチパネルユニット２０におけるパネル２０
ｐの左奧の角２０３の部分を起点として内側へタッチ位置を移動させるスワイプ操作を表
す。５つめの前記登録ジェスチャー操作は、タッチパネルユニット２０におけるパネル２
０ｐの左手前の角２０３の部分を起点として内側へタッチ位置を移動させるスワイプ操作
を表す。６つめの前記登録ジェスチャー操作は、タッチパネルユニット２０におけるパネ
ル２０ｐの右奧の角２０３の部分を起点として内側へタッチ位置を移動させるスワイプ操
作を表す。
【０１２７】
　主制御部１は、登録ジェスチャー選択アイコンｇ３１および選択確定アイコンｇ３２の
操作に従って、前記登録ジェスチャー操作を選択する。また、中止アイコンｇ３３が操作
された場合、主制御部１は、前記ジェスチャー登録処理を中止する。
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【０１２８】
　＜工程Ｓ４０２＞
　さらに、前記ジェスチャー登録処理において、主制御部１は、ショートカット選択処理
を実行する。前記ショートカット選択処理は、ショートカットメニュー画面ｇ２に含まれ
るショートカットアイコンｇ２０の中から前記登録ジェスチャー操作に対応づける１つの
ショートカットアイコンｇ２０を選択する処理である。主制御部１は、操作部２１に対す
る操作に従ってショートカットアイコンｇ２０を選択する。
【０１２９】
　＜工程Ｓ４０３＞
　さらに、主制御部１は、選択した前記登録ジェスチャー操作と前記ショートカットアイ
コンｇ２０とを対応づける情報を、ショートカット情報Ｄ２の一部として記憶部１２に記
憶させる。これにより、前記ジェスチャー登録処理が終了する。
【０１３０】
　より具体的には、主制御部１は、工程Ｓ４０１で選択した前記登録ジェスチャー操作を
表すジェスチャー識別子Ｄ２４を、工程Ｓ４０２で選択したショートカットアイコンｇ２
０のショートカット番号Ｄ２１に対応するショートカット情報Ｄ２の一部として記憶部１
２に記憶させる。
【０１３１】
　なお、主制御部１は、前記成功認証情報ごとに工程Ｓ４０３の処理を実行する。即ち、
工程Ｓ４０３において、主制御部１は、前記成功認証情報に対応するショートカット情報
Ｄ２を更新する。従って、主制御部１は、前記成功認証情報ごとに図３の工程Ｓ１０９の
処理を実行する。
【０１３２】
　ショートカット情報Ｄ２のジェスチャー識別子Ｄ２４は、ショートカットアイコンｇ２
０と前記登録ジェスチャー操作との対応関係を表す第２ショートカット情報の一例である
。
【０１３３】
　また、ショートカットメニュー画面ｇ２においてジェスチャー登録アイコンｇ２４が操
作された場合に、主制御部１は、工程Ｓ４０１～Ｓ４０３の処理を実行する。工程Ｓ４０
１～Ｓ４０３の処理は、タッチパネルユニット２０に対する操作に従って、ショートカッ
ト情報Ｄ２のジェスチャー識別子Ｄ２４を記憶部１２に記憶させる処理である。ジェスチ
ャー登録アイコンｇ２４の操作は、予め定められたジェスチャーの登録操作の一例である
。また、工程Ｓ４０１～Ｓ４０３の処理を実行する主制御部１は、ジェスチャー登録部の
一例である。
【０１３４】
　工程Ｓ４０１～Ｓ４０３の処理により、ショートカット情報Ｄ２のジェスチャー識別子
Ｄ２４が記憶部１２に登録された後、主制御部１は、図３の工程Ｓ１０９において、前記
登録ジェスチャー操作に応じて目的の標準メニュー画面ｇ１をタッチパネルユニット２０
に表示させることが可能になる。
【０１３５】
　図３の工程Ｓ１０９の処理は、標準メニュー画面ｇ１を表示中のタッチパネルユニット
２０に対して前記登録ジェスチャー操作が行われた場合に実行される。工程Ｓ１０９の処
理は、前記登録ジェスチャー操作に対応するショートカットアイコンｇ２０に対応する標
準メニュー画面ｇ１をタッチパネルユニット２０に表示させる処理である。工程Ｓ１０９
の処理を実行する主制御部１が、第２ショートカット出力部の一例である。
【０１３６】
　図１５は、前記登録ジェスチャー操作が行われるときのタッチパネルユニット２０の一
例を示す。図１５が示す前記登録ジェスチャー操作は、タッチパネルユニット２０におけ
るパネル２０ｐの奧側の辺２０２の部分を起点として内側へタッチ位置を移動させるスワ
イプ操作である。
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【０１３７】
　主制御部１は、図６の工程Ｓ４０１～Ｓ４０３および図３の工程Ｓ１０９において、辺
２０２および角２０３などの前記起点の異なる前記スワイプ操作を区別して処理する。
【０１３８】
　また、ショートカットメニュー画面ｇ２の編集アイコンｇ２２が操作された場合、主制
御部１は、編集処理を実行する。前記編集処理は、タッチパネルユニット２０に対する操
作に従って、ショートカットアイコンｇ２０の種類、アイコン名Ｄ２３およびグループ名
Ｄ２６などを変更する処理である。この場合、主制御部１は、ショートカット情報Ｄ２に
おける編集対象の情報を更新する。
【０１３９】
　また、ショートカットメニュー画面ｇ２の削除アイコンｇ２３が操作された場合、主制
御部１は、削除処理を実行する。前記削除処理は、タッチパネルユニット２０に対する操
作に従って、ショートカットアイコンｇ２０、アイコン名Ｄ２３およびグループ名Ｄ２６
などを削除する処理である。この場合、主制御部１は、ショートカット情報Ｄ２における
削除対象の情報を削除する。
【０１４０】
　また、ショートカットメニュー画面ｇ２のインポートアイコンｇ２６が操作された場合
、主制御部１は、インポート処理を実行する。前記インポート処理は、ショートカット情
報Ｄ２を外部装置または着脱式の外部メモリーから取得する処理である。この場合、主制
御部１は、タッチパネルユニット２０に対する操作に従って、ショートカット情報Ｄ２の
取得先を特定する。
【０１４１】
　また、ショートカットメニュー画面ｇ２のエクスポートアイコンｇ２７が操作された場
合、主制御部１は、エクスポート処理を実行する。前記エクスポート処理は、自装置のシ
ョートカット情報Ｄ２を外部装置または着脱式の外部メモリーに複製する処理である。こ
の場合、主制御部１は、タッチパネルユニット２０に対する操作に従って、ショートカッ
ト情報Ｄ２の複製先を特定する。
【０１４２】
　本実施形態において、ショートカットメニュー画面ｇ２は、いわゆる機能キーのように
常時表示されるのではなく、前記ショートカット呼出操作が行われたときだけ表示される
。従って、タッチパネルユニット２０の表示領域において画像処理に関する標準メニュー
画面ｇ１の領域を最大限に確保しつつ、前記ショートカット機能の登録および利用が可能
となる。
【０１４３】
　さらに、ショートカットアイコンｇ２０を追加する操作は、目的の標準メニュー画面ｇ
１がタッチパネルユニット２０に表示される状態でのごく簡易な操作である。そのため、
ユーザーは、目的の標準メニュー画面ｇ１へ移行するためのショートカット機能を直感的
に容易に登録することができる。
【０１４４】
　また、前記ジェスチャー登録処理が行われることにより、ショートカットメニュー画面
ｇ２を経ることなく１回の前記登録ジェスチャー操作で目的の標準メニュー画面ｇ１を表
示させることが可能になる。
【０１４５】
　本実施形態において、前記登録ジェスチャー操作が、タッチパネルユニット２０のパネ
ル２０ｐにおける辺２０２の部分または複数の角２０３の部分を起点として内側へタッチ
位置を移動させるスワイプ操作である。このようなスワイプ操作は、標準メニュー画面ｇ
１の操作アイコンｇ１１との識別が容易である。そのため、前記登録ジェスチャー操作の
誤操作を回避することが容易となる。このことは、前記ショートカット呼出操作について
も同様である。
【０１４６】
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　また、図５の工程Ｓ３０２，Ｓ３０３の処理、および図３の工程Ｓ１０７の処理が、前
記成功認証情報ごとに区別して実行される。さらに、図６の工程Ｓ４０１～Ｓ４０３の処
理および図３の工程Ｓ１０９の処理についても同様である。これにより、前記ショートカ
ット機能をユーザーごとにカスタマイズすることができ便利である。
【０１４７】
　[応用例]
　図２１は、画像形成装置１０の任意の標準メニュー画面ｇ１において応用例に係る前記
登録ジェスチャー操作が行われるときのタッチパネルユニット２０の図である。
【０１４８】
　図２１は、タッチパネルユニット２０のパネル２０ｐの一辺を基点とする前記登録ジェ
スチャー操作が、内側へのタッチ位置の移動方向がそれぞれ異なる複数のスワイプ操作に
区別可能であることを示す。
【０１４９】
　図２１は、タッチパネルユニット２０のパネル２０ｐの一辺を基点とする前記登録ジェ
スチャー操作が、３種類のスワイプ操作に区分可能であることを示す。第１のスワイプ操
作は、パネル２０ｐの一辺からその一辺に対して直交する方向Ｒ０へタッチ位置が移動す
るスワイプ操作である。第２のスワイプ操作は、パネル２０ｐの一辺からその一辺に対し
て第１の斜め方向Ｒ１へタッチ位置が移動するスワイプ操作である。第３のスワイプ操作
は、パネル２０ｐの一辺からその一辺に対して第２の斜め方向Ｒ２へタッチ位置が移動す
るスワイプ操作である。
【０１５０】
　主制御部１が、１つの辺２０２の部分からのタッチ位置の移動方向がそれぞれ異なる複
数の前記スワイプ操作を区別して、図５の工程Ｓ３０２，Ｓ３０３の処理、および図３の
工程Ｓ１０７の処理を実行することが考えられる。これにより、より多くの種類の前記登
録ジェスチャー操作を採用することが可能になる。
【０１５１】
　図６の工程Ｓ４０１～Ｓ４０３の処理において、主制御部１が、表示形態登録処理を実
行可能であることも考えられる。前記表示形態登録処理は、前記起点の異なる前記スワイ
プ操作ごとに標準メニュー画面ｇ１の表示形態の情報をショートカット情報Ｄ２に設定す
る処理である。
【０１５２】
　前述したように、前記起点は、タッチパネルユニット２０のパネル２０ｐにおける辺２
０２および角２０３などである。例えば、設定可能な前記表示形態が、標準メニュー画面
ｇ１の表示サイズ、表示色、明るさ、および表示角度のうちの１つまたは複数であること
が考えられる。
【０１５３】
　前記表示態様の情報が設定される場合、主制御部１は、図３の工程Ｓ１０９の処理にお
いて、前記登録ジェスチャー操作に対応する前記表示形態で標準メニュー画面ｇ１をタッ
チパネルユニット２０に表示させる。
【０１５４】
　なお、本発明に係る画像形成装置および画像形成装置の操作画面制御方法は、各請求項
に記載された発明の範囲において、以上に示された実施形態及び応用例を自由に組み合わ
せること、或いは実施形態及び応用例を適宜、変形する又は一部を省略することによって
構成されることも可能である。
【符号の説明】
【０１５５】
１　　　　：主制御部
２　　　　：操作表示部
９　　　　：バス
１０　　　：画像形成装置
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１１　　　：ＭＰＵ
１２　　　：記憶部
２０　　　：タッチパネルユニット
２１　　　：操作部
３０　　　：スキャン制御部
３１　　　：スキャン部
４０　　　：プリント制御部
４１　　　：プリント部
５０　　　：画像処理部
６０　　　：通信部
７０　　　：後処理部
１００　　：ネットワーク
２０２　　：タッチパネルユニットのパネルの辺
２０３　　：タッチパネルユニットのパネルの角
２０Ｐ　　：タッチパネルユニットのパネル
Ｄ０　　　：認証情報
Ｄ０１　　：ユーザー識別情報
Ｄ０２　　：秘匿識別情報
Ｄ１　　　：標準メニュー情報
Ｄ１１　　：メニュー番号
Ｄ１２　　：デフォルトアイコンデータ
Ｄ１３　　：デフォルト名
Ｄ２　　　：ショートカット情報
Ｄ２１　　：ショートカット番号
Ｄ２２　　：アイコンデータ
Ｄ２３　　：アイコン名
Ｄ２４　　：ジェスチャー識別子
Ｄ２５　　：グループ番号
Ｄ２６　　：グループ名
Ｐｒ１　　：認証プログラム
Ｐｒ２　　：標準メニュー画面制御プログラム
Ｐｒ３　　：ショートカットメニュー画面出力プログラム
Ｐｒ４　　：ショートカット処理プログラム
Ｐｒ５　　：追加処理プログラム
Ｐｒ６　　：ジェスチャー登録プログラム
ｇ１　　　：標準メニュー画面
ｇ１１　　：操作アイコン
ｇ１ｘ　　：目的メニュー画面
ｇ２　　　：ショートカットメニュー画面
ｇ２０　　：ショートカットアイコン
ｇ２１　　：追加アイコン
ｇ２２　　：編集アイコン
ｇ２３　　：削除アイコン
ｇ２４　　：ジェスチャー登録アイコン
ｇ２５　　：モード選択アイコン
ｇ２６　　：インポートアイコン
ｇ２７　　：エクスポートアイコン
ｇ３　　　：登録ジェスチャー選択画面
ｇ３１　　：登録ジェスチャー選択アイコン
ｇ３２　　：選択確定アイコン
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ｇ３３　　：中止アイコン
ｇｒ２０　：グループアイコン

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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